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三　
「
南
越
雑
話
」
下
巻
―
翻
刻
と
現
代
語
訳
―

　
　
　

下
巻
―
第
四
一
話

一
吉
邦
公
御
代
、
浅
見
徳
右
衛
門
ヘ
御
相
撲
ノ
者
ト
モ
御
預
ケ
遊
バ
サ
レ
候
、

或
時
江
戸
ニ
罷
在
候
節
、
御
相
撲
ノ
者
ニ
中
川
惣
八
ト
申
者
乱
心
致
候
テ
、

抜
身
ヲ
以
テ
御
長
屋
ノ
二
階
ニ
罷
在
候
ニ
、
御
相
撲
ノ
者
ト
モ
寄
集
リ
如
何

シ
テ
捕
ヘ
ン
ト
ス
レ
ト
モ
皆
々
一
人
モ
二
階
ヘ
登
ル
者
コ
レ
ナ
シ
、
夫
故
徳

右
衛
門
ヘ
其
訳
合
相
達
候
処
早
速
参
ラ
レ
、
只
一
人
何
ノ
苦
モ
ナ
ク
二
階
ヘ

上
ラ
レ
、
彼
惣
八
抜
身
ヲ
以
テ
居
候
処
ヘ
直
ニ
近
ヨ
リ
捕
ラ
レ
候
由
皆
々
感

心
セ
ヌ
ハ
コ
レ
ナ
シ
、
夫
ヨ
リ
御
相
撲
ノ
者
ト
モ
皆
以
イ
ヨ
〳
〵
恐
懼
イ
タ

シ
候
ト
也

［
注
釈
］

　

○
浅
見
徳
右
衛
門
…
「
吉
品
給
帳
」
に
は
知
行
高
一
五
〇
石
で
浅
見
徳
右
衛
門
の
名
が

み
え
、「
宗
矩
給
帳
」
の
大
御
番
組
六
番
に
も
同
じ
く
知
行
高
一
五
〇
石
で
浅
見
徳
右
衛

門
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
吉
品
が
吉
江
藩
主
の
こ
ろ
に
召
し
出
し
た
人
々

の
う
ち
に
浅
見
徳
右
衛
門
重
利
が
い
る
（「
続
片
聾
記
」）。
重
利
は
、
柔
術
の
流
派
の
一

つ
拍
子
流
の
奥
義
を
伝
え
ら
れ
た
雑
賀
重
品
の
弟
子
で
あ
り
（『
稿
本
福
井
市
史�

下
』）、

本
国
は
近
江
、
生
国
は
越
前
で
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
に
召
し
出
さ
れ
、
元
禄
四
年

（
一
六
九
一
）
に
嫡
子
重
休
が
家
督
を
継
承
し
て
い
る
（「
続
片
聾
記
」）。『
藩
士
履
歴
』

に
は
知
行
高
一
五
〇
石
で
元
禄
四
年
閏
八
月
五
日
に
父
徳
右
衛
門
か
ら
家
督
を
継
承
し

た
浅
見
徳
右
衛
門
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
、
重
休
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
松
平
吉

邦
が
福
井
藩
主
で
あ
っ
た
期
間
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
か
ら
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）

で
あ
り
、
こ
の
期
間
に
福
井
藩
士
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（『
藩
士
履
歴
』）、

本
文
中
の
浅
見
徳
右
衛
門
は
重
休
と
推
測
さ
れ
る
。
○
御
相
撲
ノ
者
ト
モ
…
福
井
藩
に

雇
わ
れ
て
い
た
相
撲
取
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
八
月
七
日
、

芦
田
図
書
の
屋
敷
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
福
井
川
手
御
茶
屋
に
勧
進
相
撲
の
者

を
召
し
寄
せ
、
福
井
藩
の
御
相
撲
の
者
と
の
手
合
わ
せ
が
行
わ
れ
た
（「
国
事
叢
記
」）。

「
南
越
雑
話
」（
一
一
・
完
）　
―
翻
刻
と
現
代
語
訳
―

「
南
越
雑
話
」
輪
読
会
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
一
一
・
完
）

そ
の
際
、
福
井
藩
の
御
相
撲
の
者
に
は
下
相
撲
、
中
相
撲
、
前
頭
、
小
結
、
関
脇
、
大
関
、

行
司
が
お
り
、
二
番
編
成
で
あ
っ
た
（「
国
事
叢
記
」）。
○
中
川
惣
八
…
享
保
二
年
八
月

七
日
、
福
井
藩
の
御
相
撲
の
者
の
う
ち
中
相
撲
の
一
人
と
し
て
中
川
宗
八
の
名
が
み
え

る
（「
国
事
叢
記
」）。
○
御
長
屋
ノ
二
階
…
福
井
藩
江
戸
屋
敷
に
あ
っ
た
長
屋
の
二
階
の

こ
と
か
。
詳
細
不
明
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

吉
邦
公
の
時
代
、
浅
見
徳
右
衛
門
に
御
相
撲
の
者
共
を
お
預
け
な
さ
れ
て
い
た
。

　
　

あ
る
時
、
徳
右
衛
門
が
江
戸
に
い
た
こ
ろ
、
御
相
撲
の
者
の
う
ち
中
川
惣
八
と
申
す

者
が
乱
心
い
た
し
、
抜
刀
し
て
御
長
屋
の
二
階
に
い
た
と
こ
ろ
、
御
相
撲
の
者
共
は
寄

り
集
ま
り
、
何
と
か
し
て
惣
八
を
捕
え
よ
う
と
し
た
が
、
皆
々
一
人
も
二
階
へ
上
る
者

は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
徳
右
衛
門
に
そ
の
事
情
を
伝
え
た
と
こ
ろ
早
速
現
場
の

御
長
屋
に
来
ら
れ
、
た
っ
た
一
人
で
何
の
苦
も
な
く
二
階
へ
上
ら
れ
、
か
の
惣
八
が
抜

刀
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
た
だ
ち
に
近
寄
り
惣
八
を
捕
え
ら
れ
た
こ
と
を
皆
々
感
心
し
な

い
者
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
御
相
撲
の
者
共
は
皆
い
よ
い
よ
徳
右
衛
門
を
恐
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。

�

（
中
西
健
太
）

　
　
　

下
巻
―
第
四
二
話

一
吉
品
公
、
吉
江
ニ
御
座
遊
バ
サ
レ
候
節
、
無
足
ノ
者
迄
、
軍
馬
、
人
馬
、
何

程
出
ル
ト
積
リ
コ
レ
ア
リ
、其
余
一
人
ニ
金
子
何
程
下
サ
ル
ト
定
コ
レ
ア
リ
、

兼
テ
分
々
ニ
封
シ
、
姓
名
ヲ
シ
ル
シ
、
何
時
ニ
テ
モ
手
ツ
カ
ヘ
ナ
キ
様
ニ
ナ

サ
レ
置
候
ト
也

［
注
釈
］

　

○
吉
江
ニ
御
座
…
吉
品
（
当
時
の
諱
は
昌
親
）
が
光
通
か
ら
分
知
を
受
け
、
吉
江
藩
主

だ
っ
た
時
期
を
指
す
か
。
昌
親
の
吉
江
初
入
部
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
六
月
、
光

通
自
死
を
受
け
て
昌
親
が
本
藩
を
相
続
し
、
吉
江
藩
が
廃
藩
と
な
る
の
は
延
宝
二
年

（
一
六
七
四
）
五
月
の
こ
と
。
○
無
足
…
家
臣
の
う
ち
、
藩
か
ら
知
行
や
切
米
、
扶
持
米

を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
者
。
こ
こ
で
は
藩
士
の
子
弟
を
指
す
か
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

吉
品
公
が
吉
江
に
い
ら
っ
し
ゃ
た
際
、
藩
か
ら
給
禄
を
付
与
し
て
い
な
い
無
息
の
者

に
至
る
ま
で
、
軍
馬
や
人
馬
を
ど
の
程
度
軍
役
と
し
て
徴
発
で
き
る
か
の
見
積
も
り
が

で
き
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
、
軍
事
に
際
し
て
一
人
に
金
子
を
ど
れ
ほ
ど
下
さ
れ
る
か
と

い
う
規
定
も
あ
っ
た
。
金
子
は
前
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
封
を
し
て
姓
名
を
記
し
、
い
つ

い
か
な
る
時
で
も
支
障
が
お
き
な
い
よ
う
な
さ
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

�

（
長
野
栄
俊
）

　
　
　

下
巻
―
第
四
三
話

一
宗
矩
公
或
時
御
咄
ニ
、
最
前
予
ニ
申
タ
ル
者
コ
レ
有
候
ハ
、
御
城
ノ
性
、
御

性
ニ
相
生
仕
ラ
ズ
候
間
、
御
祈
祷
仰
セ
付
ラ
レ
然
ル
ヘ
キ
旨
也
、
御
返
答
遊

バ
サ
ル
ヽ
ニ
ハ
、
凡
古
今
ト
モ
ニ
城
主
代
々
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
父
ノ
性
ニ
合
タ

ル
城
モ
子
ニ
不
合
事
、
マ
ヽ
豈
ス
ク
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
、
然
ラ
ハ
父
ノ
城
ヲ
子
ノ

代
ニ
ハ
築
直
ス
カ
、
又
所
ヲ
替
テ
外
ニ
居
住
セ
ン
カ
、
二
ツ
ノ
中
ナ
ル
ベ
ケ

レ
ト
モ
、
昔
ヨ
リ
城
主
代
々
其
城
ニ
栄
ル
ホ
ト
目
出
度
事
ニ
云
ナ
レ
ハ
、
此

城
ト
テ
モ
同
シ
カ
ル
ベ
シ
、
然
ラ
バ
祈
祷
ノ
理
ア
ル
ベ
カ
ラ
ス
カ
ト
御
意
遊

バ
サ
レ
シ
由
、
惣
テ
城
ノ
性
ノ
事
、
好
事
ノ
者
云
シ
ヤ
、
相
生
相
対
専
一
ニ



100

若
越
郷
土
研
究　

六
十
八
巻
二
号

セ
バ
万
事
際
限
有
マ
ジ
、
但
又
意
味
モ
有
ベ
ケ
レ
バ
、
暫
城
ノ
性
ノ
善
悪
ヲ

論
ス
ル
ニ
、
常
ノ
家
作
モ
同
シ
、
新
造
ノ
時
コ
ソ
方
角
吉
凶
吟
味
有
ベ
シ
、

以
後
ニ
至
リ
テ
其
沙
汰
ナ
シ
、
何
程
大
身
タ
リ
ト
モ
、
元
来
公
ケ
ヨ
リ
下
シ

玉
フ
城
ナ
レ
バ
、
朝
暮
国
政
ヲ
正
ク
セ
バ
何
国
何
性
ニ
テ
モ
長
久
疑
ヒ
ナ
シ

ト
ノ
仰
也
ト
云
リ

［
校
訂
］

①
合
ザ
□
（
虫
損
）
→
⑤
不
合

［
注
釈
］

　

○
御
性
…
「
家
譜
」（
越
葵
文
庫
）
に
よ
る
と
、
宗
矩
は
「
御
本
卦
坤
・
御
性
金
」。
○

性
…
陰
陽
道
で
木
・
火
・
土
・
金
・
水
の
五
行
を
人
の
生
年
月
日
な
ど
に
配
当
し
、
そ

の
相
生
・
相
剋
の
理
に
よ
っ
て
禍
福
・
吉
凶
を
定
め
る
も
の
（『
広
辞
苑
』）。
○
相
生
…

五
行
説
で
、
木
か
ら
火
を
、
火
か
ら
土
を
、
土
か
ら
金
を
、
金
か
ら
水
を
、
水
か
ら
木

を
生
じ
る
と
い
う
、
五
行
の
運
行
に
従
っ
て
互
い
に
他
を
生
じ
る
こ
と
（『
日
本
国
語
大

辞
典
』）。
○
好
事
…
め
ず
ら
し
い
こ
と
や
変
わ
っ
た
こ
と
に
興
味
を
持
つ
こ
と
（『
日
本

国
語
大
辞
典
』）。
た
だ
し
、
①
は
「
好
事
」
の
間
に
レ
点
が
あ
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

宗
矩
公
が
あ
る
時
、
こ
の
よ
う
な
お
話
を
な
さ
っ
た
。「
先
刻
、
予
に
進
言
す
る
者

が
い
た
。
そ
の
者
は
『
お
城
の
性
が
公
の
御
性
に
相
生
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
御
祈

祷
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
然
る
べ
き
』
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
申
し
た
」
と
の
こ
と
で
、

公
は
こ
の
よ
う
な
御
返
答
を
な
さ
れ
、「
総
じ
て
昔
も
今
も
、
城
主
が
代
々
受
け
継
が
れ

て
い
く
と
、
父
の
性
に
合
っ
て
い
た
城
も
子
に
は
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
時
と
し
て
、

そ
う
少
な
か
ら
ず
し
て
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、父
の
城
を
子
の
代
に
な
っ
て
築
き
直
す
か
、

も
し
く
は
場
所
を
変
え
て
他
に
居
住
す
る
か
、
二
つ
に
一
つ
で
あ
る
が
、
昔
か
ら
城
主

が
代
々
そ
の
城
で
栄
え
る
ほ
ど
に
め
で
た
き
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
福
井
城
も
同

じ
く
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、祈
祷
を
さ
せ
る
理
由
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」

と
お
考
え
を
お
示
し
に
な
ら
れ
た
そ
う
だ
。

　
　

総
じ
て
城
の
性
の
こ
と
と
い
う
の
は
、
好
事
者
が
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
相
生
・

相
剋
を
追
い
求
め
て
い
け
ば
き
り
が
な
い
。
し
か
し
、
ま
た
意
味
も
あ
る
こ
と
な
の
で
、

こ
こ
で
少
し
城
の
性
の
良
し
悪
し
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
平
生
の
家
づ
く
り
と
同
じ

で
あ
る
。
新
し
く
つ
く
る
時
こ
そ
、
方
角
や
吉
凶
が
吟
味
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
後
、
改

め
て
吟
味
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
大
身
で
あ
っ
て
も
、
も
と
も
と
将
軍
家
か

ら
下
さ
れ
た
城
な
の
で
あ
る
か
ら
、
日
々
国
政
に
意
を
注
い
で
い
れ
ば
、
ど
こ
の
国
の

ど
の
よ
う
な
性
の
城
で
あ
っ
て
も
長
久
疑
い
な
し
と
い
う
お
考
え
が
あ
っ
て
の
仰
せ
と

い
え
よ
う
。

�

（
堀
井
雅
弘
）

　
　
　

下
巻
―
第
四
四
話

一
宗
矩
公
御
意
ニ
、
武
道
ノ
事
ヲ
、
当
流
ノ
意
味
ト
テ
兼
々
申
如
ク
、
別
ノ
任

ト
セ
ザ
ル
ハ
、
日
本
ノ
武
備
ノ
衰
ヘ
サ
ル
験
ト
云
ベ
キ
事
尤
成
事
也
、
儒
者

ノ
常
ノ
人
ニ
替
リ
タ
ル
様
ニ
仕
ナ
シ
テ
、
或
ハ
ア
タ
マ
ヲ
ソ
リ
、
又
ハ
烏
髪

惣
鬢
ニ
ナ
リ
、
十
徳
ヲ
キ
テ
医
者
ナ
ト
ノ
如
ク
成
行
シ
ハ
、
畢
竟
偏
見
ヨ
リ

出
ル
ハ
道
ノ
衰
ヘ
ナ
ラ
ン
、
孝
悌
忠
信
五
常
ノ
道
、
豈
今
日
ノ
人
ニ
替
リ
テ

別
ニ
一
道
ア
ル
如
ク
セ
ン
ヤ
、
武
道
モ
シ
衰
ヘ
バ
、
後
ニ
ハ
兵
法
者
ト
テ
ナ

デ
付
ナ
ト
ニ
ナ
リ
、
書
物
ヲ
懐
ニ
入
テ
、
一
流
ヲ
タ
ツ
ル
習
シ
ト
ナ
ラ
ン
カ
、

今
主
将
士
、上
下
ト
モ
ニ
各
兵
法
ヲ
巳
ガ
任
ト
シ
テ
外
ニ
其
任
ヲ
立
ザ
ル
ガ
、

武
道
ノ
ヲ
ト
ロ
ヘ
サ
ル
ヤ
ト
ノ
仰
也
ト
云
リ
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
一
一
・
完
）

［
注
釈
］

　

○
烏
髪
…
黒
い
髪
。
ま
た
、
有
髪
（
髪
の
毛
を
剃
ら
ず
に
生
え
た
ま
ま
に
し
て
い
る
）

の
こ
と
。
○
十
徳
…
江
戸
時
代
の
儒
者
・
医
者
・
俳
諧
師
・
絵
師
な
ど
の
外
出
着
。
○

五
常
…
儒
教
に
お
い
て
人
が
常
に
行
う
べ
き
五
種
の
正
し
い
道
。
仁
・
義
・
礼
・
智
・

信
を
指
す
。
○
ナ
デ
付
…
な
で
つ
け
。
男
の
結
髪
の
一
種
。
頭
髪
を
結
ば
な
い
で
後
ろ

へ
な
で
つ
け
て
お
く
髪
の
か
た
ち
。
山
伏
・
易
者
・
儒
学
者
な
ど
に
多
か
っ
た
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

宗
矩
公
の
お
考
え
に
、
本
務
を
他
人
に
委
ね
て
別
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
今
風
の
考

え
と
か
ね
て
か
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
武
道
の
こ
と
を
、
武
士
と
は
別
の
人
た
ち
の

役
目
と
し
な
い
の
は
、
日
本
の
戦
い
に
対
す
る
備
え
が
い
ま
だ
衰
え
て
い
な
い
証
拠
と

い
う
べ
き
で
あ
り
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
儒
者
が
普
通
の
人
に
替
わ
っ
た
よ
う

な
姿
を
し
て
、
或
い
は
頭
を
剃
っ
て
僧
形
と
な
っ
た
り
、
ま
た
、
逆
に
髪
の
毛
を
剃
ら

ず
は
や
し
た
ま
ま
に
し
て
い
た
り
、
十
徳
を
着
て
医
者
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

最
終
的
に
本
務
を
他
人
に
委
ね
て
別
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
偏
っ
た
考
え
方
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
儒
教
の
道
の
衰
え
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
儒
者
た
ち
が
本
務
と

し
て
大
切
に
し
て
き
た
親
や
兄
に
よ
く
し
た
が
い
、
主
君
に
忠
義
と
信
義
を
も
っ
て
仕

え
る
心
や
五
常
の
道
が
、
ど
う
し
て
現
代
の
人
た
ち
に
替
わ
っ
て
か
ら
、
他
に
大
切
な

こ
と
が
別
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
も
し
武
道
が
衰
え
て
し
ま
え
ば
、
そ
の

後
に
兵
法
者
と
称
し
、
な
で
つ
け
の
髪
型
な
ど
に
な
り
、
書
物
を
懐
に
入
れ
て
、
流
派

を
立
て
る
の
が
慣
例
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
今
、
主
君
・
武
将
・
侍
た
ち
が
上
の
者

も
下
の
者
も
皆
が
共
に
兵
法
を
自
分
の
本
務
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
人
た
ち
の
役
目
と

し
な
い
の
が
、
武
道
の
衰
え
な
い
理
由
で
は
な
い
か
、
と
仰
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

�

（
田
中
伸
卓
）

　
　
　

下
巻
―
第
四
五
話

一
彦
坂
浅
右
衛
門
、
溝
口
小
一
右
衛
門
、
矢
嶋
左
太
夫
喧
嘩
ハ
浅
右
衛
門
娘
、

疱
瘡
ニ
テ
死
去
イ
タ
シ
候
処
、
甚
愁
傷
ツ
ヨ
ク
、
葬
式
モ
出
シ
兼
候
ユ
ヘ
、

両
人
色
々
申
ナ
タ
メ
候
ヘ
共
、
合
点
致
サ
ズ
ユ
ヘ
ツ
ヨ
ク
異
見
致
シ
候
ヘ
バ

両
人
ヱ
打
カ
ケ
、
少
手
負
セ
候
テ
、
座
敷
ヘ
カ
ケ
込
、
自
殺
イ
タ
シ
候
由
、

追
テ
両
人
共
ニ
、
御
暇
下
サ
レ
、
浅
右
衛
門
ハ
先
又
兵
衛
兄
ニ
テ
、
百
五
十

石
下
サ
レ
、
又
兵
衛
ハ
其
節
表
御
小
姓
相
勤
申
候
小
一
右
衛
門
ハ
三
百
石
ニ

テ
御
持
筒
、
左
太
夫
ハ
御
先
物
頭
也
、
昇
安
院
様
御
代
ノ
事
也

［
校
訂
］

①
カ
子
→
⑤
兼　

①
手
負
→
⑤
少
手
負

［
注
釈
］

　

○
彦
坂
浅
右
衛
門
…
諱
は
重
英
（「
吉
邦
給
帳
」）、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
に
家
督
相

続
（「
姓
名
録
」）。
○
溝
口
小
一
右
衛
門
…
諱
は
興
之
、
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
に

家
督
相
続
（「
姓
名
録
」）。
○
矢
嶋
左
太
夫
…
諱
は
豊
久
（「
姓
名
録
」）、
元
禄
一
五
年

（
一
七
〇
三
）
に
家
督
相
続
（「
吉
邦
給
帳
」）。
○
又
兵
衛
…
彦
坂
又
兵
衛
、
元
禄
一
「
四

年
に
小
姓
と
な
り
、そ
れ
以
後
は
手
廻
と
な
っ
た（「
吉
邦
給
帳
」）。
○
持
筒
…
御
持
物
頭
。

軍
時
に
は
、
弓
・
鉄
砲
を
扱
い
、
平
時
は
屋
敷
奉
行
を
兼
ね
城
下
諸
屋
敷
の
台
帳
を
管

理
す
る（『
福
井
藩
史
事
典
』）○
御
先
物
頭
…
下
馬
・
切
手
の
御
門
の
警
衛
を
務
め
る（『
福

井
藩
史
事
典
』）。
○
昇
安
院
…
松
平
吉
邦
。
福
井
藩
藩
主
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

彦
坂
浅
右
衛
門
、
溝
口
小
一
右
衛
門
、
矢
嶋
左
太
夫
の
喧
嘩
は
浅
右
衛
門
の
娘
が
疱

瘡
で
死
去
し
た
の
で
と
て
も
悲
し
み
が
深
く
、
葬
式
も
出
さ
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た

の
で
、
溝
口
と
矢
嶋
が
彦
坂
を
慰
め
よ
う
と
し
た
も
の
の
納
得
で
き
ず
、
強
く
諫
め
た
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若
越
郷
土
研
究　

六
十
八
巻
二
号

と
こ
ろ
彦
坂
が
両
人
へ
切
り
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
る
と
彦

坂
が
少
し
傷
を
負
わ
せ
て
し
ま
い
座
敷
へ
入
り
自
殺
し
た
の
で
そ
の
後
二
人
に
お
暇
が

出
さ
れ
た
。
浅
右
衛
門
は
又
兵
衛
の
兄
で
一
五
〇
石
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
又
兵
衛
は

そ
の
時
表
小
姓
と
し
て
勤
め
て
い
た
。
小
一
右
衛
門
は
三
〇
〇
石
で
持
筒
を
務
め
、
左

太
夫
は
御
先
物
頭
で
あ
っ
た
。
昇
安
院
様
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。

�

（
倉
田
尚
明
）

　
　
　

下
巻
―
第
四
六
話

一
探
源
院
様
御
小
姓
、
美
濃
部
半
七
、
滝
主
計
、
是
モ
御
小
姓
相
勤
、
半
七
病

死
仕
リ
、
御
不
便
ノ
ア
マ
リ
、
大
安
寺
へ
御
香
奠
等
下
サ
レ
シ
、
然
ル
処
死

後
ニ
、
半
七
手
馴
シ
手
道
具
等
、
御
取
ア
ゲ
ナ
サ
レ
候
処
、
主
計
ト
衆
道
ノ

密
通
ノ
神
文
コ
レ
ア
リ
、
御
憤
リ
遊
バ
サ
レ
、
主
計
切
腹
仰
付
ラ
レ
、
半
七

ハ
御
香
奠
、
御
取
揚
ナ
サ
レ
候
由

［
校
訂
］

①
然
ル
ニ
→
⑤
然
ル
処

［
注
釈
］

　

○
美
濃
部
半
七
…
中
巻
第
三
七
話
を
参
照
。
美
濃
部
家
に
お
い
て
半
七
は
複
数
人
が

該
当
す
る
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
吉
品
が
君
主
時
代
の
こ
と
な
の
で
、
延
宝
三
年

（
一
六
七
五
）
に
召
し
出
さ
れ
た
二
代
の
茂
清
を
指
す
か
。
○
滝
主
計
…
「
綱
昌
給
帳
」

に
一
一
〇
〇
石
で
記
載
が
あ
る
が
、
そ
の
後
の
給
帳
に
は
記
載
は
な
い
。
○
大
安
寺
…

光
通
の
発
願
に
よ
り
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
に
創
建
。
越
前
松
平
家
の
菩
提
寺
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

探
源
院
様
の
小
姓
で
あ
っ
た
美
濃
部
半
七
、
そ
し
て
滝
主
計
、
こ
れ
も
小
姓
を
勤
め

て
い
た
も
の
だ
が
、
半
七
が
病
死
し
た
と
き
、
探
源
院
様
は
不
憫
に
思
わ
れ
る
あ
ま
り
、

大
安
寺
へ
御
香
典
を
下
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
半
七
の
死
後
に
、
半
七
が
使
い

慣
れ
て
い
た
道
具
な
ど
を
お
取
り
上
げ
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
中
に
主
計
と
の
衆
道

と
し
て
ひ
そ
か
に
通
じ
あ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
起
請
文
が
あ
っ
た
。
探
源
院
様
は
こ

の
こ
と
を
お
怒
り
に
な
り
、
主
計
は
切
腹
を
命
じ
ら
れ
、
半
七
は
御
香
典
取
り
上
げ
と

さ
れ
た
そ
う
だ
。

�

（
中
村　

賢
）

　
　
　

下
巻
―
第
四
七
話

一
探
源
院
様
御
在
世
、
勢
州
ニ
テ
、
御
国
通
用
ノ
似
セ
札
致
候
ニ
付
、
御
使
者

市
村
勘
右
衛
門
遣
サ
レ
、
死
罪
ニ
ナ
リ
候
ヲ
見
申
サ
ズ
候
バ
罷
帰
間
鋪
旨
仰

付
ラ
レ
、
簀
巻
ニ
ナ
リ
候
ヲ
見
届
罷
帰
申
候
、
勢
州
ハ
所
柄
ユ
ヘ
死
罪
ノ
分

ハ
悉
ク
ス
マ
キ
ニ
致
シ
候
由

［
注
釈
］

　

○
御
国
通
用
ノ
似
セ
札
…
福
井
藩
札
の
偽
物
。
福
井
藩
の
藩
札
は
寛
文
元
年（
一
六
六
一
）

に
初
め
て
発
行
さ
れ
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
半
知
の
折
に
廃
さ
れ
た
。
そ
の
後

の
再
発
行
は
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
で
あ
る
た
め
（『
福
井
県
史�

通
史
編
四
』）、
本

話
は
昌
親
の
治
世
（
延
宝
二
～
四
年
（
一
六
七
四
～
七
六
））
の
出
来
事
と
考
え
ら
れ

る
。
藩
札
は
、
通
常
は
藩
内
で
の
み
通
用
す
る
が
、
信
用
が
あ
る
場
合
は
領
外
で
も
通

用
し
、
福
井
藩
札
は
石
川
、
滋
賀
方
面
に
通
用
域
を
拡
大
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
檜

垣
紀
雄
「
藩
札
の
果
た
し
た
役
割
と
問
題
点
」『
金
融
研
究
』
八
巻
一
号
、一
九
八
九
年
）。
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
一
一
・
完
）

○
市
村
勘
右
衛
門
…
「
吉
品
給
帳
」
に
市
村
勘
右
衛
門
正
清
、
三
五
〇
石
と
の
記
載
あ

り
。
○
死
罪
…
罪
人
の
命
を
奪
う
刑
罰
（
死
刑
）
の
一
種
。
牢
内
の
刑
場
で
首
を
斬
り
、

田
畑
家
財
を
没
収
、
死
骸
を
刀
の
試
し
斬
り
に
用
い
る
。「
公
事
方
御
定
書
」（
宝
暦
四

年
（
一
七
五
四
）
制
定
）
に
は
偽
札
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
が
、「
似
金
銀
拵
候
も
の

御
仕
置
之
事　

引
廻
之
上　

磔
」
と
さ
れ
て
お
り
、偽
札
も
同
様
の
扱
い
と
考
え
ら
れ
る
。

例
と
し
て
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
伊
勢
国
山
田
奉
行
の
裁
可
に
お
い
て
、
偽
の
銀

札
を
作
成
・
使
用
し
た
者
が
引
廻
の
う
え
死
罪
（
打
ち
首
）
が
挙
げ
ら
れ
る
（『
御
仕
置

例
類
集
（
古
例
集
）』
拾
之
帖
（
巧
事
取
拵
之
部　

贋
物
拵
又
は
取
扱
候
類
））。
ま
た
、

公
事
方
御
定
書
制
定
以
前
の
各
藩
で
も
、
偽
札
の
犯
人
が
磔
・
獄
門
に
処
せ
ら
れ
た
例

が
あ
る
（
氏
家
幹
人
『
江
戸
時
代
の
罪
と
罰
』
草
思
社
、
二
〇
一
五
年
。
井
上
和
夫
『
諸

藩
の
刑
罰
』
人
物
往
来
社
、
一
九
六
五
年
）。
○
簀
巻
…
人
を
簀
に
巻
き
包
み
、
身
体

の
自
由
を
奪
っ
て
水
に
投
げ
入
れ
る
こ
と
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
刑
罰
（
私
刑
を
含
む
）

と
し
た
も
の
。
類
似
の
刑
に
柴
で
包
ん
で
水
に
投
じ
る
「
柴
漬
刑
」
が
あ
る
。
○
勢
州

ハ
所
柄
ユ
ヘ
死
罪
ノ
分
ハ
悉
ク
ス
マ
キ
ニ
致
シ
候
…
伊
勢
国
の
「
所
柄
」
と
「
簀
巻
」

の
関
係
と
し
て
「
阿
漕
之
浦
」
の
伝
説
（
＊
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
伝
説
は
、
室
町

時
代
か
ら
謡
曲
「
阿
漕
」、
江
戸
後
期
に
は
能
「
阿
漕
」、『
源
平
盛
衰
記
』、『
古
今
和
歌

六
帖
』
な
ど
で
一
般
に
広
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
実
際
に
伊
勢
国
の
諸
藩
（
桑
名
藩
、
長

島
藩
、
菰
野
藩
、
津
藩
、
久
居
藩
、
亀
山
藩
等
）
で
死
罪
を
簀
巻
と
し
た
と
い
う
事
実

は
確
認
で
き
な
い
（『
三
重
県
史�

通
史
編�

近
世
１
』
三
重
県
、
二
〇
一
七
年
。『
伊
勢
市

史�

第
３
巻
』
伊
勢
市
、
二
〇
一
三
年
）。

　
　

＊�

阿
漕
が
浦
は
伊
勢
国
阿
濃
郡
（
現�

三
重
県
津
市
）
の
海
岸
。
伊
勢
神
宮
の
膳
部
調

達
の
地
で
禁
漁
区
と
さ
れ
て
お
り
、
年
に
一
度
の
ほ
か
は
魚
介
の
殺
生
は
禁
じ
ら

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
漁
師
（
平
治
と
も
）
が
、
病
の
老
母
に
食
べ
さ
せ

る
魚
を
捕
る
た
め
に
密
漁
し
た
。
繰
り
返
す
う
ち
に
発
覚
し
、
捕
ら
え
ら
れ
て
簀

巻
に
さ
れ
海
に
沈
め
ら
れ
た
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

深
源
院
様
の
御
在
世
に
、
伊
勢
国
に
お
い
て
福
井
藩
通
用
の
藩
札
の
偽
札
が
作
ら
れ

た
の
で
、
使
者
と
し
て
市
村
勘
右
衛
門
が
遣
わ
さ
れ
て
「
犯
人
が
死
罪
に
な
る
の
を
見

な
い
で
帰
っ
て
来
て
は
な
ら
な
い
」
旨
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
勘
右
衛
門
は
、
犯
人
が

簀
巻
に
な
っ
た
の
を
見
届
け
て
帰
っ
て
来
た
。
伊
勢
国
は
お
国
柄
の
た
め
死
罪
の
場
合

は
す
べ
て
簀
巻
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

�

（
瓜
生
由
起
）.

　
　
　

下
巻
―
第
四
八
話

一
川
崎
何
某
御
腰
物
役
相
勤
、
泊
番
ノ
留
守
妾
一
人
、
下
女
一
人
、
長
屋
ニ
家

来
一
人
居
候
処
、
下
女
ヲ
殺
シ
、
妾
ヲ
階
子
ニ
ク
ヽ
リ
付
、
金
ノ
有
所
ヲ
承

リ
、
盗
取
候
上
、
妾
ヲ
モ
切
殺
、
立
去
申
候
、
翌
朝
右
ノ
家
来
何
心
ナ
ク
主

人
迎
ニ
参
リ
、
供
ニ
テ
罷
帰
候
処
右
ノ
通
、
家
来
ト
モ
ニ
驚
キ
候
様
子
、
長

屋
ニ
居
、
一
向
存
セ
ズ
旨
申
聞
候
へ
ト
モ
召
捕
ラ
レ
、
入
牢
仰
付
ラ
レ
、
夫

ヨ
リ
御
足
軽
組
、
御
徒
歩
目
付
ヘ
仰
付
ラ
レ
、
長
屋
〻
〻
腰
物
改
メ
仰
付
ラ

レ
候
処
、
味
岡
彦
太
夫
祖
父
召
仕
候
八
蔵
ト
申
ス
家
来
、
長
屋
ニ
血
刀
コ
レ

有
ニ
ツ
キ
、
召
捕
ヱ
ラ
レ
、
両
人
ト
モ
ニ
御
詮
議
ノ
処
、
川
崎
家
来
白
状
致

候
故
、
八
蔵
モ
白
状
ニ
及
ビ
、
両
人
ト
モ
ニ
死
罪
ニ
行
ハ
レ
候

［
校
訂
］

①
捕
レ
→
⑤
捕
ラ
レ　

①
詮
儀
→
⑤
詮
議
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［
注
釈
］

　

〇
腰
物
…
大
小
の
刀
。
御
腰
物
奉
行
は
、
御
数
寄
掛
と
も
い
い
、
御
座
所
御
門
前
の
御

腰
物
入
御
土
蔵
一
切
を
預
り
守
護
し
て
い
た
（『
福
井
藩
史
事
典
』）。
川
崎
何
某
は
そ
の

下
役
か
。
〇
妾
…
側
室
。
同
様
の
記
事
を
収
め
る
「
続
片
聾
記
」
に
は
「
妻
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
○
御
徒
目
付
…
御
徒
の
中
よ
り
命
じ
ら
れ
て
御
徒
目
付
と
な
り
、
御
目
付

に
属
し
小
監
察
を
勤
め
て
い
た
。
○
味
岡
彦
太
夫
…
味
岡
彦
大
夫
久
勝
は
、
忠
昌
に
召

し
出
さ
れ
、
四
〇
〇
石
（「
諸
士
先
祖
之
記
」「
忠
昌
給
帳
」）。
次
の
甚
左
衛
門
久
之
は
、

養
子
に
入
り
（
実
父
恒
岡
久
右
衛
門
）、
寛
永
一
八
年
（
一
六
四
一
）
に
家
督
を
継
い

だ
。
吉
品
の
御
付
人
に
な
り
吉
江
に
て
勤
め
た
が
、
故
あ
っ
て
御
暇
を
申
請
し
て
い
る

（「
諸
士
先
祖
之
記
」「
続
片
聾
記
」）。
嫡
男
彦
八
久
成
も
同
時
に
仕
え
て
い
た
が
、
父
と

と
も
に
御
暇
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
吉
品
が
福
井
に
て
家
督
を
継
い
だ
後
、
久
成

は
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
に
召
し
返
さ
れ
て
い
る
。
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
は

二
〇
〇
石
を
知
行
（「
諸
士
先
祖
之
記
」『
藩
士
履
歴
』）。
父
子
と
も
に
御
暇
と
な
っ
た

背
景
に
、
本
話
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、「
続
片
聾
記
」
に
は
、

同
内
容
の
記
事
と
は
別
に
、延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
一
二
月
四
日
の
記
録
と
し
て
、「
早

朝
川
崎
三
郎
助
当
番
、留
主
（
守
）
へ
盗
賊
入
、下
女
二
人
下
男
二
人
切
殺
立
退
候
に
付
、

御
詮
儀
之
処
味
岡
彦
八
、
本
多
源
五
衛
右
門
家
来
に
付
舟
橋
に
而
磔
」
が
あ
り
、
関
連

性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

［
現
代
語
訳
］

　
　

川
崎
何
某
が
御
腰
物
役
を
勤
め
、
泊
り
番
で
家
を
留
守
に
し
て
い
た
時
、
妾
一
人
、

下
女
一
人
、
長
屋
に
家
来
一
人
が
い
た
と
こ
ろ
、
何
者
か
が
下
女
を
殺
し
、
妾
を
階
子

に
く
く
り
付
け
、
金
の
あ
る
所
を
聞
き
出
し
盗
み
取
っ
た
上
、
妾
を
も
切
り
殺
し
立
ち

去
っ
た
と
い
う
。
翌
朝
、
右
の
家
来
が
何
食
わ
ぬ
顔
で
主
人
を
迎
え
に
行
き
、
お
供
を

し
て
帰
っ
た
と
こ
ろ
、
右
の
通
り
で
あ
り
、
家
来
も
共
に
驚
い
た
様
子
で
あ
っ
た
。
家

来
は
、
長
屋
に
い
て
全
く
知
ら
な
か
っ
た
と
申
し
述
べ
た
が
召
捕
ら
れ
、
入
牢
を
命
じ

ら
れ
た
。
そ
の
後
、
御
足
軽
組
、
御
徒
歩
目
付
へ
各
長
屋
の
腰
物
改
め
を
仰
せ
付
け
ら

れ
た
と
こ
ろ
、
味
岡
彦
太
夫
に
祖
父
の
代
よ
り
召
し
仕
え
て
い
た
八
蔵
と
い
う
家
来
の

長
屋
に
血
刀
が
あ
っ
た
の
で
、召
し
捕
ら
え
ら
れ
た
。
両
人
と
も
に
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、

川
崎
家
の
家
来
が
罪
を
認
め
た
の
で
、
八
蔵
も
白
状
に
及
び
、
両
人
と
も
に
死
罪
と
な
っ

た
。

�

（
内
田
好
美
）

　
　
　

下
巻
―
跋

　
　
　
　
　

南
越
雑
話
之
跋

予
謹
て
大
人
氏
春
、
家
兄
氏
暢
之
先
に
著
せ
る
南
越
雑
話
を
閲
る
に
、
古
今
之

事
を
知
る
の
み
な
ら
ず
第
一
わ
が
道
の
助
と
な
る
事
多
し
、
誠
に
其
志
の
厚
き

や
父
、
父
た
れ
ば
子
も
子
た
り
と
や
ら
云
ん
、
又
武
備
あ
る
者
ハ
か
な
ら
ず
文

事
あ
る
と
い
ゝ
し
に
も
あ
た
ら
ん
か
、
予
其
志
を
継
ん
と
欲
す
れ
ど
も
元
よ
り

不
才
な
れ
ば
及
ば
ず
、
亦
見
覚
き
ゝ
覚
た
る
こ
と
も
稀
な
り
、
父
の
前
に
侍
る

折
か
ら
出
話
の
事
を
書
留
置
輒

（
た
や
す
）く

集
て
こ
ゝ
に
記
す
、
定
て
聞
あ
や
ま
り
は
多

か
ら
ん
、
こ
れ
を
正
す
に
も
父
い
と
ま
あ
ら
ず
、
み
る
人
正
し
給
へ
、
寛
延
之

初
父
初
巻
を
著
し
て
、
其
後
兄
氏
暢
も
其
志
を
つ
ぎ
明
和
九
年
之
頃
中
巻
を
著

せ
し
、
予
も
又
安
永
十
年
之
春
下
巻
を
著
し
て
合
て
上
中
下
三
巻
と
な
す
の
ミ

�

村
田
氏
章
撰

［
校
訂
］

①
予
者
志
→
⑤
予
其
志
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
一
一
・
完
）

［
注
釈
］

　

○
大
人
…
う
し
。
師
匠
や
学
者
に
対
す
る
尊
称
。
〇
氏
春
、
家
兄
氏
暢
…
村
田
氏
春
は

氏
章
の
養
父
氏
純
。
詳
し
く
は
氏
暢
・
氏
章
と
と
も
に
「
南
越
雑
話
」（
一
）
の
「
は
じ

め
に
―
解
題
と
凡
例
―
」（『
若
越
郷
土
研
究
』
六
二
巻
一
号
）
参
照
。
な
お
、
春
嶽
公

記
念
文
庫
本
に
は
こ
の
跋
文
の
文
末
に
著
者
村
田
氏
章
の
年
齢
「
二
十
五
歳
」
と
「
安

永
十
辛
巳
二
月
」
の
日
付
が
あ
る
。
〇
文
事
…
学
問
・
文
芸
な
ど
に
関
す
る
事
。『
史
記
』

の
う
ち
孔
子
の
事
績
を
記
載
し
た
「
孔
子
世
家
」
の
「
有
文
事
者
必
有
武
備
、
有
武
事

者
必
有
文
備
」
に
よ
る
も
の
で
、
文
と
武
は
両
者
を
兼
ね
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
（『
新
釈
漢
文
大
系�

第
八
七
巻�
史
記�

七　

世
家�

下
』
明
治
書
院
、
一
九
八
二
年
）。

［
現
代
語
訳
］

　
　

謹
ん
で
師
村
田
氏
春
、
兄
氏
暢
が
先
に
著
わ
し
た
南
越
雑
話
を
調
べ
て
見
る
と
、
古

今
の
こ
と
が
ら
を
知
る
の
み
な
ら
ず
、
第
一
に
自
ら
の
生
き
方
の
助
け
と
な
る
こ
と
が
多

い
。
実
に
そ
の
志
が
厚
い
こ
と
で
は
、
父
が
父
で
あ
れ
ば
子
も
子
で
あ
る
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
ま
た
武
備
あ
る
者
は
必
ず
学
問
・
芸
術
な
ど
に
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
も
そ
の
志
を
継
ご
う
と
し
た
が
、
も
と
も
と
才
が
乏
し

く
そ
の
域
に
は
及
ば
な
い
。
ま
た
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
記
憶
し
て
い
る
こ
と
も
わ
ず

か
で
あ
る
。
父
の
前
に
近
侍
し
て
出
さ
れ
る
話
を
書
留
め
て
お
き
、
た
や
す
く
集
め
て

こ
こ
に
記
し
た
。
お
そ
ら
く
聞
き
誤
り
も
多
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
正
そ
う
に
も
父
は
多

忙
で
そ
の
暇
は
な
く
、
み
る
人
が
こ
れ
を
正
し
て
ほ
し
い
。
寛
延
の
は
じ
め
に
父
が
初

巻
を
著
し
、
そ
の
後
兄
が
志
を
継
い
で
明
和
九
年
頃
に
中
巻
を
記
し
た
。
そ
し
て
わ
た

く
し
も
安
永
一
〇
年
の
春
、
下
巻
を
著
し
て
あ
わ
せ
て
上
中
下
三
巻
と
し
た
の
で
あ
る
。

�

（
柳
沢
芙
美
子
）

　
　
　

お
わ
り
に
―
活
動
の
記
録
―

　
「
南
越
雑
話�

―
翻
刻
と
現
代
語
訳
―
」
は
本
号
を
も
っ
て
完
結
と
な
り
、
当

「
南
越
雑
話
」
輪
読
会
も
本
号
へ
の
掲
載
を
も
っ
て
解
散
す
る
。
結
果
と
し
て
、

当
会
の
活
動
は
約
九
年
間
と
比
較
的
長
期
に
わ
た
り
、
い
く
ら
か
輪
読
会
と
し

て
の
方
法
や
経
験
が
蓄
積
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
当
会
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
振

り
返
り
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
記
録
に
留
め
て
お
き
た
い
。
同
様
の
輪
読
会

を
企
画
、
運
営
さ
れ
る
際
な
ど
に
も
、
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

当
会
は
福
井
県
の
歴
史
や
文
化
に
関
す
る
有
志
の
研
究
グ
ル
ー
プ
「『
名
無

し
』
研
究
会
」
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
二
〇
一
五
年
二
月
に
活
動
を
開

始
し
た
。
会
員
は
の
べ
三
一
名
で
、
研
究
や
職
場
で
の
交
流
、
交
友
関
係
な
ど
、

既
会
員
が
各
自
で
自
由
に
輪
を
広
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、メ
イ
ン
・
グ
ル
ー

プ
に
あ
た
る
「
名
無
し
」
研
究
会
同
様
、
多
様
な
会
員
構
成
と
な
り
、
輪
読
に

も
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
た
。

　

ち
な
み
に
「
名
無
し
」
研
究
会
と
の
接
点
は
、
活
動
開
始
や
本
誌
へ
の
掲
載

開
始
な
ど
、
時
時
の
案
内
が
主
で
、
相
互
に
責
任
や
義
務
は
な
い
。「
名
無
し
」

研
究
会
を
経
由
せ
ず
に
当
会
の
会
員
と
な
る
場
合
も
あ
り
、
半
ば
独
立
し
た
グ

ル
ー
プ
と
し
て
自
由
に
活
動
し
て
い
た
。
な
お
、
会
員
資
格
や
会
則
、
会
費
な

ど
、
規
制
事
項
は
な
い
。

　

輪
読
は
お
お
よ
そ
月
例
で
、
最
も
多
く
の
会
員
が
出
席
し
や
す
い
第
四
火
曜

日
を
定
例
日
と
し
、
勤
務
時
間
外
と
な
る
一
九
時
か
ら
二
〇
時
三
〇
分
を
既
定

の
開
始
・
終
了
時
刻
と
し
た
。
は
じ
め
に
担
当
者
が
資
料
（
当
初
は
原
文
と
「
意

訳
」「
注
釈
」）
を
読
み
上
げ
、
必
要
に
応
じ
て
参
考
資
料
も
活
用
し
つ
つ
報
告
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す
る
、
つ
ぎ
に
全
員
で
質
疑
応
答
し
な
が
ら
疑
問
を
解
決
し
て
い
く
、
そ
れ
を

一
話
ず
つ
繰
り
返
し
て
読
み
進
め
て
い
っ
た
。

　

な
お
、
例
会
で
は
質
疑
応
答
に
時
間
を
割
い
た
。
こ
れ
は
文
章
の
読
み
解
き
や

文
意
の
汲
み
取
り
、原
文
の
読
点（
担
当
者
が
打
点
）の
位
置
に
よ
る
解
釈
の
変
化
、

意
訳
（
＝
現
代
語
訳
）
に
お
け
る
文
章
表
現
の
工
夫
な
ど
、
各
自
の
研
究
や
職
務

で
も
必
要
と
さ
れ
る
能
力
の
向
上
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
原
文
の

書
体
が
く
ず
し
字
よ
り
も
楷
書
に
近
く
、翻
刻
が
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
い
て
進
め
て
こ
ら
れ
た
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。

　

開
始
か
ら
二
年
、
二
〇
一
七
年
三
月
に
上
巻
の
読
了
を
機
と
し
て
、
例
会
の

成
果
を
本
誌
で
発
表
し
、
連
載
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
例
会
の
資

料
の
書
式
が
確
立
さ
れ
、
掲
載
原
稿
の
草
稿
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
て
例
会
か
ら
掲
載
ま
で
を
一
連
の
工
程
と
し
た
サ
イ
ク
ル
が
で
き
あ
が

り
、
当
会
が
活
動
を
継
続
し
て
い
く
上
で
、
本
誌
で
の
連
載
は
大
き
な
原
動
力

と
な
っ
て
い
た
。

　

転
機
は
ふ
た
つ
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
本
誌
へ
の
掲
載
、
も
う
ひ
と
つ
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
で
あ
る
。
全
員
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
例
会
に

出
席
で
き
る
環
境
に
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
は
そ
れ
か
ら
先
ど
う
な
る
か
見
当

も
つ
か
な
か
っ
た
た
め
、
ま
ず
は
継
続
を
目
指
し
て
、
二
〇
二
〇
年
四
月
に
オ

ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
を
試
行
し
た
。

　

対
面
と
の
感
覚
の
違
い
か
ら
発
言
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
掴
み
兼
ね
、
重
視
し
て

い
た
質
疑
応
答
も
断
続
的
に
な
る
な
ど
、
は
じ
め
の
う
ち
は
探
り
探
り
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
も
、
担
当
者
に
よ
る
報
告
は
対
面
と
遜
色
な
く
、
質
疑
応
答
も
回

を
重
ね
る
ご
と
に
違
和
感
は
解
消
さ
れ
て
軌
道
に
乗
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
の

デ
ジ
タ
ル
化
の
加
速
に
よ
っ
て
各
種
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
が
増
加
し
、

例
会
中
に
随
時
、
情
報
を
収
集
・
共
有
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
利
便
性
が
高
ま

り
、
ま
た
会
員
は
居
住
地
や
勤
務
地
が
域
を
跨
い
で
い
た
た
め
、
規
制
緩
和
後

も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
を
基
本
と
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
対
面
で
は
例
会
の
前
後
が
交
流
や
情
報
交
換
の
場
と
な
り
、
出

席
す
る
会
員
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
そ
の

代
替
と
な
る
可
能
性
を
模
索
し
た
が
、
最
後
ま
で
そ
う
し
た
場
を
作
り
出
す
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
輪
読
し
て
き
た
「
南
越
雑
話
」
は
、
も
と
も
と
会
員
の
ひ
と
り
が

個
人
的
に
読
み
進
め
て
い
て
、
翻
刻
の
蓄
積
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
選
定
の
大
き

な
理
由
で
あ
る
。「
南
越
雑
話
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
な
か
っ
た
が
、

多
彩
な
登
場
人
物
が
多
様
な
状
況
で
織
り
成
し
て
い
く
物
語
や
著
者
の
説
く
教

訓
は
、
現
代
人
に
理
解
し
き
れ
な
い
部
分
も
含
め
て
、
興
味
を
惹
き
続
け
た
。

結
果
と
し
て
「
南
越
雑
話
」
で
な
く
て
は
、
こ
う
し
て
最
後
ま
で
輪
読
を
継
続

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
堀
井
雅
弘
）

［「
南
越
雑
話 

―
翻
刻
と
現
代
語
訳
―
」
掲
載
号
一
覧
］

（
一
）
第
六
二
巻
一
号
（
三
〇
四
号
）
解
題
、
上
巻
序
・
第
一
話
～
一
〇
話

（
二
）
第
六
二
巻
二
号
（
三
〇
五
号
）
上
巻
第
一
一
話
～
二
七
話

（
三
）
第
六
三
巻
一
号
（
三
〇
六
号
）
上
巻
第
二
八
話
～
四
四
話

（
四
）
第
六
三
巻
二
号
（
三
〇
七
号
）
上
巻
第
四
五
話
～
五
七
話

（
五
）
第
六
四
巻
一
号
（
三
〇
八
号
）
中
巻
序
・
第
一
話
～
一
三
話
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「
南
越
雑
話
」
輪
読
会　
「
南
越
雑
話
」（
一
一
・
完
）

（
六
）
第
六
四
巻
二
号
（
三
〇
九
号
）
中
巻
第
一
四
話
～
三
三
話

（
七
）
第
六
五
巻
二
号
（
三
一
一
号
）
中
巻
第
三
四
話
～
四
六
話

（
八
）
第
六
六
巻
一
号
（
三
一
二
号
）
中
巻
第
四
七
話
～
五
九
話

（
九
）
第
六
七
巻
一
号
（
三
一
四
号
）
下
巻
第
一
話
～
一
八
話

（
一
〇
）
第
六
八
巻
一
号
（
三
一
六
号
）
下
巻
第
一
九
話
～
四
〇
話

（
一
一
・
完
）
本
号　
　
　
　
　
　
　
　

下
巻
第
四
一
話
～
四
八
話
・
跋

［
会
員
（
敬
称
略
、
五
十
音
順
、
入
会
時
氏
名
）］

　

�

石
川
美
咲
、
伊
藤
大
生
、
稲
吉
昭
彦
、
入
江
隆
亮
、
内
田
好
美
、
瓜
生
由
起
、

角
明
浩
、
北
村
明
恵
、
木
村
美
幸
、
九
千
房
英
之
、
倉
田
尚
明
、
齋
藤
照
徳
、�

雀
部
有
希
、
高
岡
萌
、
田
川
雄
一
、
田
中
丈
敏
、
田
中
伸
卓
、
徳
満
悠
、�

中
西
健
太
、
長
野
栄
俊
、
中
村
賢
、
橋
本
紘
希
、
長
谷
川
裕
子
、
畑
衣
利
奈
、

久
角
健
二
、
平
野
俊
幸
、
堀
井
雅
弘
、
水
野
佑
一
、三
好
康
太
、
柳
沢
芙
美
子
、

山
田
裕
輝
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